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日向市立小中学校の教育活動における私費負担に関する指針（主任会の努力事項）

日向市共同実施主任会

１ 目的

この指針は、日本国憲法、学校教育法、その他の法律に基づき、日向市立小中学校にお

ける教育活動に要する経費のうち、児童生徒の個人負担（私費負担）とすべきものの基準

を示すものであり、この基準に合致しないものは原則として公費負担となる。

２ 例示品の拡大

この指針で例として示している具体的な物品や役務、及び活動等は、あくまでも一例で

あり、これ以外の物を私費負担とすることを妨げない。但し、保護者負担軽減の観点から、

個人負担を拡大することは慎重に行う必要がある。

３ 公費予算化が困難なものの特例

公費負担とすべきもので、制度上の制約で公費予算化できないものについて、必要な場

合は例外を認める。

４ 禁止事項と予算措置

私費負担の禁止事項は、日向市の財政状況や教育施策の内容に沿って、法律の規程等に

よらず申し合わせ事項として定めるものであり、学校及び教育委員会にはそのための予算

措置を求めることとする。

５ 公費負担の拡大

この指針の基準や、禁止事項の範囲を超えて公費負担を拡大することは、各学校長の判

断で可能とするが、各学校の予算状況や他の学校との均衡等を勘案し、慎重に行う。

６ 個人負担（私費負担）の基準

①児童生徒個人の所有物として、家庭・学校いずれでも使用できるもの

例示品目 制服 体操服 筆記具 ノート 参考書 辞書 カバン等

②学年、学級等の集団全体が個人の教材・教具として使用するもの

例示品目 副読本 資料集 ワークブック 実習（材料）費

③教育活動の結果として生じる利益が児童生徒個人に還元されるもの

例示品目 校外活動 修学旅行 鑑賞教室

※法律によるもの

給食費 ・・・学校給食法第１１条

スポーツ振興センター掛金 ・・・スポーツ振興センター法

７ 私費負担の禁止

《当面は努力事項》

日向市立小中学校において次の経費を私費負担とすることはできない。

１児童生徒用図書購入費

２諸検査

３宮崎県小・中学校教育研究会会費

４各種研究会負担金・研修会参加資料代

５給食運営に係る消耗品費

※共同実施主任会申し合わせ 平成２７年１１月２６日

８ 策定 平成２７年１２月１７日
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